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 開  議  

 議  長  こんにちは。 

本日の出席議員は１３人につき、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１４：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 町長から追加議案の提案理由の説明を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  こんにちは。 

 本日は、令和８年第１回定例会の最終日でございますが、開会日にお願いしてお

りましたように追加議案を上程させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、追加議案等４件の提案理由の説明を申し上げます。 

 同意第３号、筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつきまし

ては、筑前町教育委員会の教育長である宮崎敏宏氏が令和８年５月２７日をもって

任期満了となるため、再任することについて町議会の同意を求めるものです。 

 同意第４号、筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきまして

は、筑前町教育委員会の委員である浦山敏弘氏が令和８年５月２７日をもって任期

満了となるため、後任として金子毅氏を任命することについて町議会の同意を求め

るものです。 

 報告第２号、専決処分の報告につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分した損害賠償について報告するものです。 

 内容としましては、令和７年５月２３日に福岡市早良区内において職員が運転す

る公用車が２車線道路の左側を走行中、右に車線変更をする際、後方から直進する

相手方車両と衝突した事故で、専決処分の事項の指定に該当することから、令和８

年２月１３日付で専決処分したものです。 

 議案第３２号、令和７年度筑前町一般会計補正予算（第９号）につきましては、

補正額１,６５０万円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ１７４億６,３

９４万８,０００円とするものです。 

 増額補正の理由は、コスモスプラザの自動制御盤内機器等を緊急に更新するため

のコスモスプラザ維持管理業務１,６５０万円を追加するものです。また、繰越明許

費の補正として、同事業の追加１件、物価高対応子育て応援手当支給事業及び農業

共同利用施設機能強化促進事業の繰越額の変更２件、地方債補正として追加１件が

ございます。 

 以上が追加議案の提案理由です。 

慎重にご審議をいただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 議案第２号「権利の放棄について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号「権利の放棄について」を採決します。 

 議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 議案第３号「町道の路線認定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号「町道の路線認定について」を採決します。 

 議案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 議案第４号「町道の路線変更について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号「町道の路線変更について」を採決します。 

 議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第５号「財産の処分について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 
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 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号「財産の処分について」を採決します。 

 議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 議案第６号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を採決します。 

 議案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第７号「筑前町地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について」を議題とします。 

 なお、本議案における筑前町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例に

つきましては、地方自治法の規定により、条例の制定または改廃に関する議決をし

ようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないとされてい

るため、３月２日付文書により、議長から監査委員に対し意見聴取を行いました。

その回答につきましてはタブレットに格納しておりますので、ご確認をお願いしま

す。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ないですか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号「筑前町地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について」を採決します。 

 議案第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 
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 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 議案第８号「筑前町行政組織条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号「筑前町行政組織条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を採決します。 

 議案第８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 議案第９号「筑前町行政手続条例の一部を改正する条例について」を

議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号「筑前町行政手続条例の一部を改正する条例について」を

採決します。 

 議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

日程第１０  

 議  長  日程第１０ 議案第１０号「筑前町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 
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 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号「筑前町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を採決します。 

 議案第１０号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

日程第１１  

 議  長  日程第１１ 議案第１１号「筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号「筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を採決します。 

 議案第１１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

日程第１２  

 議  長  日程第１２ 議案第１２号「筑前町ふるさと応援寄付条例の一部を改正する条例

の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号「筑前町ふるさと応援寄付条例の一部を改正する条例の

制定について」を採決します。 

 議案第１２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

日程第１３  

 議  長  日程第１３ 議案第１３号「筑前町自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制

定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 



6 

 

 質疑ないですか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号「筑前町自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定

について」を採決します。 

 議案第１３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

日程第１４  

 議  長  日程第１４ 議案第１４号「筑前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１４号「筑前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を

定める条例の制定について」を採決します。 

 議案第１４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

日程第１５  

 議  長  日程第１５ 議案第１５号「筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

等の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１５号「筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等

の保育料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 

 議案第１５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 
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 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１６  

 議  長  日程第１６ 議案第１６号「筑前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１６号「筑前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 

 議案第１６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

日程第１７  

 議  長  日程第１７ 議案第１７号「筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１７号「筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について」を採決します。 

 議案第１７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

日程第１８  

 議  長  日程第１８ 議案第１８号「筑前町防災会議条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 
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 これから、議案第１８号「筑前町防災会議条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を採決します。 

 議案第１８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

日程第１９  

 議  長  日程第１９ 議案第１９号「筑前町立大刀洗平和記念館条例の一部を改正する条

例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１９号「筑前町立大刀洗平和記念館条例の一部を改正する条例

の制定について」を採決します。 

 議案第１９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

日程第２０  

 議  長  日程第２０ 議案第２０号「令和７年度筑前町一般会計補正予算（第８号）につ

いて」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２０号「令和７年度筑前町一般会計補正予算（第８号）につい

て」を採決します。 

 議案第２０号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

日程第２１  

 議  長  日程第２１ 議案第２１号「令和７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 
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 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２１号「令和７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）について」を採決します。 

 議案第２１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

日程第２２  

 議  長  日程第２２ 議案第２２号「令和７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ないですか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２２号「令和７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算

（第２号）について」を採決します。 

 議案第２２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

日程第２３  

 議  長  日程第２３ 議案第２３号「令和７年度筑前町下水道事業会計補正予算（第２号）

について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２３号「令和７年度筑前町下水道事業会計補正予算（第２号）

について」を採決します。 

 議案第２３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

日程第２４  
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 議  長  日程第２４ 議案第２４号「令和７年度筑前町水道事業会計補正予算（第３号）

について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２４号「令和７年度筑前町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて」を採決します。 

 議案第２４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

日程第２５～ 

日程第３１ 

 

 議  長  日程第２５から日程第３１までを会議規則第３５条の規定により一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第２５ 議案第２５号から日程第３１ 議案第３１号につい

て、予算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

 寺原委員長 

寺原委員長  予算審査特別委員会委員長として、会議規則第７５条の規定により、予算審査特

別委員会の審査報告をいたします。 

 お手元に配付しております議会提出議案書等の３ページをご覧ください。 

 本会議で一括議題として付託されました議案第２５号から議案第３１号につきま

して、３月９日及び１０日に委員会を開催し、審議をいたしました。 

 慎重に審査した結果、委員会審査報告書のとおり、本件は原案のとおり可決され

ました。 

 以上で、予算審査特別委員会の審査報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 一括議題とした議案に対する委員長の報告は、原案可決です。 

 予算審査特別委員会において詳細な質疑がなされましたので、質疑を省略します。 

 議  長  議案第２５号「令和８年度筑前町一般会計予算について」討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２５号「令和８年度筑前町一般会計予算について」を採決しま

す。 

 議案第２５号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 
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 議  長  次に、議案第２６号「令和８年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算について」

討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２６号「令和８年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて」を採決します。 

 議案第２６号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

 議  長  次に、議案第２７号「令和８年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算について」

討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２７号「令和８年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につい

て」を採決します。 

 議案第２７号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

 議  長  次に、議案第２８号「令和８年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に

ついて」討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２８号「令和８年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算について」を採決します。 

 議案第２８号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

 議  長  次に、議案第２９号「令和８年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算について」

討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２９号「令和８年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算につ

いて」を採決します。 

 議案第２９号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 
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 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

 議  長  次に、議案第３０号「令和８年度筑前町下水道事業会計予算について」討論を行

います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３０号「令和８年度筑前町下水道事業会計予算について」を採

決します。 

 議案第３０号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

 議  長  次に、議案第３１号「令和８年度筑前町水道事業会計予算について」討論を行い

ます。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３１号「令和８年度筑前町水道事業会計予算について」を採決

します。 

 議案第３１号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

日程第３２  

 議  長  日程第３２ 同意第３号「筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めるこ

とについて」を議題とします。 

 宮崎敏宏教育長につきましては、議事進行上、退席を求めます。 

 （教育長退室） 

 議  長  説明を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  同意第３号について、追加議案書、３ページでございます。 

 同意第３号「筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて」 

 筑前町教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 本日付提出、町長名です。 

 氏  名 宮崎敏宏 

 生年月日  

 住  所 福岡県太宰府市 

 提案理由は町長説明のとおりであり、現在、筑前町教育委員会教育長である宮崎

敏宏氏が令和８年５月２７日をもって任期満了となることから、再任しようとする

ものであり、任期は３年となっております。 

 なお、宮崎敏宏氏の経歴等につきましては、別添参考資料でご確認をいただきた

いと思っております。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、同意第３号「筑前町教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について」を採決します。 

 本件について同意することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第３号は同意することに決定しました。 

 宮崎教育長は席に戻っていただきます。 

 （教育長入室） 

日程第３３  

 議  長  日程第３３ 同意第４号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  同意第４号について、追加議案書、４ページです。 

 同意第４号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」 

 筑前町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

 本日付提出、町長名です。 

 氏  名 金子毅 

 生年月日  

 住  所 福岡県朝倉郡筑前町 

 提案理由は町長説明のとおりであり、現在、筑前町教育委員会の委員である浦山

敏弘氏が令和８年５月２７日をもって任期満了となることから、後任として任命し

ようとするものであり、任期は４年となります。 

 なお、金子毅氏の経歴等につきましては、別添参考資料でご確認をいただきたい

と思っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 
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 これから、同意第４号「筑前町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」を採決します。 

 本件について同意することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第４号は同意することに決定しました。 

日程第３４  

 議  長  日程第３４ 報告第２号「専決処分の報告について（福岡市早良区内での事故に

かかる損害賠償）」を議題とします。 

 報告を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書、５ページをお願いいたします。 

 報告第２号「専決処分の報告について」 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 次の６ページをお願いいたします。 

 令和８年専決第２号 

 専決処分書 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和８年２月１３日に専決処分したものです。 

 １ 事 故 名 福岡市早良区内での事故 

 ２ 事故発生日 令和７年５月２３日 

 ３ 事故の相手方 町外在住者 

 ４ 事故の概要 令和７年５月２３日、福岡市早良区内において、職員が運転 

          する公用車が２車線道路左側を走行中、右に車線変更する際、 

          後方から直進する相手方車両と衝突したもの。 

 ５ 損 害 額 相手方４３万５,０００円 

 ６ 損 害 賠 償 対物３０万４,５００円です。 

 賠償額につきましては、本町が加入しております全国自治協会の自動車共済から

支払い済みとなっております。 

 以上で報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

日程第３５  

 議  長  日程第３５ 議案第３２号「令和７年度筑前町一般会計補正予算（第９号）につ

いて」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の７ページをお願いします。 

 議案第３２号「令和７年度筑前町一般会計補正予算（第９号）について」 

 令和７年度筑前町一般会計補正予算（第９号）を別冊のとおり提出する。 
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 本日付、町長名でございます。 

 別冊の令和７年度一般会計補正予算（第９号）をお願いします。 

 ２ページをお開きください。 

 令和７年度筑前町の一般会計補正予算（第９号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６５０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７４億６,３９４万８,０００円とするものです。 

 第２条の繰越明許費の補正につきましては、５ページの第２表になります。本年

度中に事業が終わらない見込みのものについて、翌年度に繰り越しして支出を行う

ものです。 

 追加事項については、事業名、コスモスプラザ自動制御盤内機器等改修事業１,６

５０万円。 

 変更事項については、補正８号で繰り越ししていた事業のうち、物価高対応子育

て応援手当支給事業を補正前１００万円から補正後１,００６万８,０００円に変更

し、農業共同利用施設機能強化促進事業を補正前２,６３４万３,０００円から２,８

７３万８,０００円へ変更するものです。 

 補正理由につきましては、物価高対応子育て応援手当支給事業については、支給

対象となる３月３１日までの出生した子どものうち、申請が４月以降になるものを

想定しての金額設定でございましたが、３月申請より繰り越しをしないと補助対象

とならないという国からの変更通達により、今回、繰越事業を増額するものでござ

います。 

 農業共同利用施設機能強化促進事業につきましては、全額国の補助事業により次

年度支出を予定しておりましたが、新たに同事業に対する上乗せ分の県補助金の増

額があったため、今回、繰越事業を増額するものでございます。 

 第３条の地方債補正につきましては、次の６ページの第３表になります。 

 地方債の追加は、コスモスプラザ改修事業、限度額１,６５０万円。コスモスプラ

ザ自動制御盤内機器等改修事業に緊急防災・減災事業債充当率１００％、交付税措

置７０％を充てます。 

 事項別明細書で歳出からご説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 ２款１項５目財産管理費、補正額１,６５０万円の増額は、老朽化に伴い、コスモ

スプラザ制御盤内機器等改修工事を急遽実施する必要があることから予算計上する

ものです。 

 次に、歳入につきましては地方債補正で説明しておりますので、省略いたします。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３２号「令和７年度筑前町一般会計補正予算（第９号）につい

て」を採決します。 
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 議案第３２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

日程第３６  

 議  長  日程第３６ 「議会運営委員会閉会中の所掌事務継続調査申出書」を議題としま

す。 

 議会運営委員長から会議規則第７３条の規定によって、議会提出議案書等４ペー

ジのとおり、閉会中の継続調査の申け出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申け出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

日程第３７  

 議  長  日程第３７ 「常任委員会閉会中の所管事務継続調査申出書」を議題とします。 

 各常任委員会委員長から会議規則第７３条の規定によって、議会提出議案書等５

ページのとおり、閉会中の継続調査の申け出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長から申け出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 閉  会  

 議  長  これで、本日の会議は全部終了しました。 

 田頭町長 

 町  長  令和８年第１回筑前町議会定例会閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 議案第２号から議案第３２号まで３１件、同意案件第３号から４号までの２件、

報告案件１件、全て可決、承認いただきました。 

ありがとうございます。 

審議の中で様々にいただきましたご意見等につきましては、十分留意しながら執

行にあたっていきたいと思います。 

 なお一層の議員各位のご指導をお願いいたしまして、お礼の挨拶とさせていただ

きます。 

お疲れさまでした。 

ありがとうございました。 

 議  長  町長からの挨拶が終わりました。 

 会議を閉じます。 

 令和８年第１回筑前町議会定例会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

（１４：４８） 

 

 

 




